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大豆なたね交付金暫定措置法の一部改正案国会へ

大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案が２月

１０日に閣議決定され、同日国会に提出されました。

本法案は、昨年９月に決定された「新たな大豆政策大綱」を受けて、現行の大豆な

たね交付金暫定措置法を改正するもので、その主な内容は以下のとおりとなっていま

す。

① 交付金制度について生産費を基準に定める基準価格と販売価格との差額を補てん

する不足払方式から、事前に定める

定額の交付金単価（全銘柄一律）に

よる助成方式に改める。

② 交付金の交付対象は、大豆作経

営安定対策の拠出に係る数量分のみ

とする。

③ ある銘柄の販売価格が生産費水

準を超えるときは、当年産の当該銘

柄について交付金単価を減額する。

④ 大豆の売渡しの委託先に係る登

録集荷業者制度を廃止する。

従来の制度の下では、販売価格の

いかんにかかわらず生産者手取りが

平準化される傾向にありましたが、

新たな制度の下では、市場評価がそ

のまま生産者手取りに反映されるこ

とになります。

したがって、生産・販売に一層の

努力をした生産者がより高い手取り

を実現できるようになります。

新たな制度は、１２年産大豆から

適用されることとなっています。
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（注）大豆作経営安定対策の拠出に係る数量分
のみ交付金交付の対象


